
過去の掲載号
（記載例：平成27年6月号　P.28）

令和３年１２月号　P.20

情報の種別 お知らせ

タイトル 
※10文字程度
(本文の内容を踏まえて、簡潔で
分かりやすいタイトルを)

家屋を取り壊したら連絡を　

内容
 ※1行23文字×6行程度。箇条
書きが基本です。市民に伝えた
い内容に言及して記載してくださ
い。
表などがある場合は別途エクセ
ルデータにて、掲載したい写真
がある場合は、jpgで別途送って
ください（ただしスペースの都合
上、掲載できない場合もありま
すのでご了承ください。）

固定資産税・都市計画税は、毎年１月１日に土地・家屋・償却資産を所有している人に課
税されます。
■家屋を取り壊した場合
①床面積の大小にかかわらず、資産税課までご連絡ください。
②登記のある建物は、法務局で滅失登記をお願いします。

日時・期間 
※日程が多い場合は表現を変
えさせていただく場合がありま
す。
○月○日(曜日) 
00時00分〜00時00分

場所

対象

定員(人)

補助金額

持参するもの

申し込み先・方法・締め切り日
(メールでの申し込み以外)

担当課の問い合わせ先
(掲載必須)

TEL/21-1743
FAX/21-1525

その他の問い合わせ先
TEL/
FAX/

ホームページでの掲載状況
□　既に掲載済み
■　掲載予定（予定日：11月下旬）
□　掲載予定無し

市広報みやざき 情報ひろば 見本


